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◎問合せ先　●町民生部住民課国保年金係   　81-１８３６

『国民健康保険高齢受給者証』が更新されます。

～昭和13年８月２日から昭和18年７月１日生まれの方～
　国民健康保険高齢受給者証は、毎年８月１日に更新されます。現在お持ちの高齢受
給者証は、７月31日で期限切れとなりますので、ご注意ください。
　新しい高齢受給者証は、７月23日頃に発送の予定となっております。７月31日になっ
ても届かない場合には、住民課国保年金係へお問い合わせください。
　なお、８月１日以降になりましたら、現在お持ちの高齢受給者証は役場住民課、又
は稲葉・南犬飼両出張所へ返還していただきますようお願いいたします。 
　負担割合の区分については、下記のとおりです。　

◆負担割合の判定基準
負担割合 判　　定　　基　　準

※平成26年４月１日以降、負担割合は２割になる予定です。

３割負担の方でも、１割負担になる場合があります。
　世帯内にいる70歳以上の方の収入の合計額によっては、『基準収入
額適用申請』をしていただくことにより、１割負担になる場合があり
ます。
　該当すると思われる方には、町から通知をお送りいたしますので、
手続きをお願いいたします。

　70歳以上の国保加入者の方の収入の合計額が下記の金額未満の場合は、基準収入額適用申請をしてい
ただくことにより、１割負担となります。

「基準収入額適用申請」の対象となる方

３　割

１　割（※）

一定以上の所得（住民税課税所得が145万円以上）がある方、または、
同じ世帯に一定以上の所得がある70歳以上の国保加入者がいる方

上記以外の方

７ ０ 歳 以 上 の
国保加入者が世帯に
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特定健診・特定保健指導についてのお知らせ

『国民健康保険限度額適用認定証』について

限度額適用認定証の申請について

特定健診・保健指導の流れ

限度額適用認定証の申請・利用に関する注意点

◎問合せ先　●町民生部住民課国保年金係   　81-1836

◎問合せ先　●町民生部健康福祉課健康増進係  　　81-１８85

生活習慣病予防と健康づくりのため、年に１回は必ず特定健診を受けましょう！！

～医療費の窓口負担を軽減することができます～

　生活習慣病の主因となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診を実施し、その
必要度に応じて生活習慣を改善するための保健指導を実施していくのが、特定健診・特定保健指導です。
　壬生町国民健康保険では、特定健診・特定保健指導により、メタボリックシンドロームやその予備群
の方を発見し、その人にあった方法で、健康状態や生活習慣の改善を支援していきます。
　特定健診は自分自身の健康状態を確認し、生活習慣を改善する絶好のチャンスですので、年に１回は
必ず特定健診を受けましょう。　　　
　　☆特定健診は５月～12月の日程で実施しています（40歳以上75歳未満の方が対象です）

　高額療養費制度では、請求された医療費の全額を窓口で支払い、後から自己負担限度額を超えた分が
高額療養費として支給されます（償還払い）が、この場合、一時的に多額の費用を用意する必要があり
ます。
　「限度額適用認定証」を病院に提示することにより、窓口での医療費の支払いは自己負担限度額まで
でおさえられます。さらに、世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、入院時の食事
代が減額されます。
　国民健康保険に加入されている方は、役場住民課において申請ができます。

●認定証の発行には、世帯主及び世帯の国保加入者全員の住民税の申告がされていることが必要です。
●認定期間は申請した月の初日から７月31日までです。
●同一医療機関での外来診療及び入院時の保険適用の医療費が対象となります。食事療養費や室料
　差額等、保険適用外の費用については、対象となりません。
●自己負担限度額は、「医療機関ごと、１ケ月ごと」に計算されます。
●自己負担限度額は、世帯の所得によって異なります。
●毎年８月が「限度額適用認定証」の年次更新となります。現在「限度額適用認定証」をお持ちの
　方には、６月中に更新手続きの通知と申請書をお送りしています。

健 診 保健指導 生活習慣病の予防・改善保健指導対象者選定

申請場所 壬生町役場住民課

申請に必要なもの
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保険税を滞納すると…
※災害などの特別な理由もなく、長い間保険税を納めないでいると、やむを得ず次のような措
　置をとることがあります。

　督促が行われます。延滞金を徴収される場合がありま
すので、速やかに納めましょう。

　通常の保険証の代わりに、『短期被保険者証』が交付
される場合があります。短期被保険者証は、保険証の有
効期間が短く、期限切れごとに保険証の交付を受けるこ
とになります。

　『被保険者資格証明書』が交付されます。被保険者資
格証明書は、保険証を返していただき、代わりに国民健
康保険の被保険者の資格を証明するものです。
　お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自
己負担することになります。
　全額自己負担で診療を受けた場合、本来、保険者であ
る町が負担する分（一般ですと７割）を特別療養費として、
町に申請・請求することになります。
　申請・請求は、診療を受けた月の翌々月以降に、領収書・
印鑑等を持参のうえ、町住民課国保年金係で行います。
　特別療養費の請求権は、医療費を支払った日の翌日か
ら起算して２年で時効により消滅します。（高校３年生以
下の子供には、短期被保険者証を交付しています。）

　国保の給付が、全部または一部差し止めになります。

　差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

どうしても納付が難しいときは 、早めにご相談くださいどうしても納付が難しいときは 、早めにご相談くださいどうしても納付が難しいときは 、早めにご相談ください
納付が困難な場合は、未納のままにせず、

納付方法等について、早めに担当窓口にご相談ください。

◎納付相談窓口　●町総務部税務課収税係  　81-１８１６

災害などの特別な理由とは、次のような場合をいいます。
　政令で定めた特別の事情があると認められた場合。
　◆世帯主がその財産につき災害を受け、又は、盗難にかかったこと。
　◆世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
　◆世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
　◆世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
　◆上記に類する事由があったこと。

その他、次の方は、措置の対象から除かれます。
　◆厚生労働省で定める公費負担医療を受けている方。

納期限をすぎると

それでも納めないでいると

納期限から１年を過ぎると

納期限から１年６か月を過ぎると

それでも納めないでいると

★以上の措置がとられても、その間の保険税の納付義務がなくなるわけではありません。

１

2

3

4

5
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国保税は必ず納期内に納めましょう

国民健康保険税についてのお知らせ

納税義務者は？

非自発的失業者に対する
国保税の軽減について

◎問合せ先　●町総務部税務課諸税係  　81-１８７９・１８１９

　倒産や解雇などにより離職された方が、国民健康保険に加入する
場合、国保税が軽減されます。
　軽減の対象者は、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者
として求職者給付を受給している65歳未満の方です。
　軽減額は、保険税の所得割額を計算する際、離職者の前年の給与
所得を100分の30とみなして計算を行うもので、軽減の期間は、離
職の翌日から翌年度末までの間です。
　軽減を受けるには、「雇用保険受給資格者証」を提示のうえ、申
請が必要です。

　国民健康保険は、助け合いによってみなさんの健康を守っていく大切な制度です。
　医療費の心配なく安心して医療が受けられる体制づくりが必要です。
　みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、お子さんが生まれたり、ご家族の誰か
が亡くなったときなどの給付費用は、窓口でお支払いいただく自己負担、国などの補助金、そ
して保険税でまかなわれ、特に保険税はその主要な財源です。あなたと家族の健康な生活のた
めに、保険税の期限内納付にご協力ください。

　国保税は「世帯主」に課税されます。国保に加入していない世帯主であっても、世帯の中に
国保に加入している人（被保険者）がいる場合は、その世帯主（擬制世帯主といいます）に課
税されます。

国保税はいつから納めるの？
　国保税を納めるのは、国保の被保険者として資格を得たときからで、
届出をしたときからではありません。加入の届出が遅れたときは、資
格が発生した月までさかのぼって国保税を納めることになります。
　国民健康保険加入・資格喪失の届出は、忘れずに14日以内にしてく
ださい。

平成25年度の納付は、平成25年７月から翌年２月までの８期です。
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　ゴールデンウィーク明けの５月７日、町は獨協医大と協定を締結し、連携・協力して、
日常の病気の予防や健康づくりに役立ててもらうことを目的に健康や医療について学ぶ「み
ぶまち・獨協健康大学」を開校しました。
　これは町民40名が対象で、受講者は同大学の校舎を利用し、医学部教員や看護学部教員
などから指導を受けます。
　健康大学の設立は「医療最先端のまちを目指す」第一歩、地域の健康リーダーを育成す
るとともに健康や医療に興味を持ってもらうことが狙いです。学長は小菅一弥町長、副学
長は稲葉憲之獨協医大学長が務めます。
　６月27日の開校式の後に第１回目の講義が行われ、９月18日まで全８回開催されます。
内容は「救急応急処置とドクターヘリ見学」、「糖尿病治療の新たな展開」、「感染予防
と手洗いに関するセミナー」など。１回約１時間30分で、１回１単位とし、全８単位のう
ち５単位以上を取得した受講生には修了証書が授与されます。

健康大学開校式健康大学協定締結式

第１回目講議救急応急処置 ドクターヘリ見学



デマンドタクシーキャラクター
みぶまる

町総務部総合政策課企画調整係　　８１－１８１３問合せ先

　デマンド（乗り合い）タクシー“みぶまる”は、町内でしたら定額でどこへでも行ける乗り合いタクシーです。
小学生からは、お一人での利用が出来ますので、『ふれあいプール』や『壬生町立図書館』など、夏休みのお
出掛けの際は、“みぶまる”をご利用ください。
　“みぶまる”の利用には事前登録が必要になります。登録は、お電話で、簡単に出来ますので、みぶまる予約
受付センターもしくは、町総合政策課企画調整係へお問い合わせください。

みぶまる
予約受付センター
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中学生以上300円　小学生100円　未就学児無料
※お支払いは、現金です。
　乗車の際に運転手にお渡しください。

毎週月～金曜日
８、９、10、11、12、13、14、15、16時
土・日・祝日（年末年始12/29～１/３）
利用予定日の１週間前から１時間前までです。
午前８、９時の便は、前日の17時までの予約
となります。
セダン型タクシー（最大４名の乗車が可能です。）

利用料金

車　　種

運 行 日
運 行 便
運 休 日

予約期限

　　利用する前日の17時までに、みぶまる予約受付センター（　81－1132）へ、
　　次の日の９時便で自宅から『ふれあいプール』までの予約と16時便で『ふ
　　れあいプール』から自宅までの予約をします。
　　“みぶまる”が９時から10時までに自宅へ迎えに来まして、10時まで
　　に『ふれあいプール』に到着します。 
　　『ふれあいプール』で思いっきり遊びます。16時までに、着替えを済ま
　　せて、『みぶまる待合所』へ行きます。
　　“みぶまる”が、16時から17時までに、『ふれあいプール』へ迎えに
　　来まして、17時までに、自宅へ到着します。
　　しっかり夕食を食べて、お風呂に入り、宿題をやったら、就寝です。

入口付近に設置予定です。
写真は、イメージです。

　　利用する当日の11時までに、みぶまる予約受付センター（　81－1132）へ、12時便で自宅から『壬
　　生町立図書館』までの予約と、16時便で『壬生町立図書館』から自宅までの予約をします。図書館は、
　　城址公園内にありますので、公園内の乗車場所などを伝えます。
　　“みぶまる”が12時から13時までに自宅へ迎えに来まして、13時までに『壬生町立図書館』に到着し
　　ます。
　　『壬生町立図書館』の涼しい環境で、夏休みの宿題や読書などを楽しみます。
　　“みぶまる”が16時から17時までに、『壬生町立図書館』のある城址公園内の指定した乗車場所に迎
　　えに来まして、17時までに自宅へ到着します。
　　夏休みの宿題などが涼しく計画的に進みます。
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

保育園が取り組む
子育て支援事業
保育園が取り組む
子育て支援事業
保育園が取り組む
子育て支援事業
保育園が取り組む
子育て支援事業

実施保育園及び問合せ先

　専業主婦家庭等の育児疲れの解消や
保護者の急病、入院等に伴い、一時的に
保育が必要になった就学前児童を保育
園で保育する「一時保育」を実施してい
ます。

壬生寺保育園

ありんこ保育園

メリーランド保育園

森の子保育園

ステラ獨協前保育園

壬生町大師町11番16号

壬生町壬生丁75番地14

壬生町下稲葉343番地1

壬生町安塚39番地1

壬生町北小林1075番地12

　８２－０８１１

　８２－３１３７

　８２－５９２１

　８５－０３０１

　８５－１０１０

特定保育

休日保育 一時保育

特定保育

休日保育 一時保育

　保育園では、子育てに関する悩みや疑問の相談に応じていますが、
次のような子育て支援事業も行っていますのでご利用ください。

　保護者の就労形態の多様化に対応するため、
日曜日・祝日等の保護者の勤務等により、保育に
欠ける児童を保育園で保育する「休日保育」を実
施しています。
　対象は、保育園に入所しており、保護者の就労
などのため、休日等においても保育に欠ける児
童になります。
　保育園により利
用料金に違いがあ
りますので、詳細
は各保育園にお問
い合わせください。

　保護者の勤労形態が多様化しているなかで、働き方に応じた保育需要に対応する「特定
保育」を実施しています。
　対象は、保育所において一定程度（１ヵ月当たり概ね64時間以上）継続的に保育する児
童になります。
　ただし、同居親族等が対象児童を保育できる場合は、
対象にはなりません。
　保育園により利用料金に違いがありますので、詳細
は各保育園にお問い合わせください。
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病後児保育事業を実施しています
病後児（病気の回復期のお子さん）を短期間お預かりいたします

※当該事業は「保育対策促進事業」の一事業であり、町が「ステラ獨協前保育園」に委託して行うものです。

・町内に住所がある小学校3年生までのお子さん
・病気回復期にあり、安静確保の配慮が必要なお子さん

対象となるお子さん

1日あたり2,000円（市民税非課税世帯は500円）
診療情報提供書代は別途かかります。

利　用　料

実施施設：ステラ獨協前保育園内病後児専用室
保育時間：午前８時から午後５時まで（月～土）
　　　　　（日曜・祝祭日、年末年始の12/29～１/３を除く）
※看護師等１名・保育士１名にて対応

実　施　施　設

利　用　方　法

①感冒、消化不良症等日常罹患する疾病の回復期
②水痘、風しん等の慢性疾患の回復期
　（麻疹・結核を除く）
③ぜん息等の慢性疾患
④熱傷等の外傷性疾患

対象となる症状

問合せ先　町民生部こども未来課子育て支援係　　　　　　　８１－１８３１
　　　　　ステラ獨協前保育園（壬生町北小林1075－12）　　８５－１０１０

壬生町では、子どもを望む夫婦が不妊治療を受ける場合において、
その不妊治療費の一部を助成しています。

対象者 申請期限

助成の内容

必要書類

　法律上の婚姻をしている夫婦で、次の全てに該当
する方
　①医師による不妊治療を受けていること
　②１年以上前から壬生町に居住している方
　③医療保険各法の被保険者又は被扶養者である方
　④町税等の滞納がない方

　治療１回につき、国、県の制度や医療保険各法に
基づく補助及び給付等を差し引いた額に２分の１を
乗じて得た額で10万円を上限に助成します。
　１年度あたり２回までとし、通算３年まで助成し
ます。

　原則として治療を受けた日の属する年度の翌年度
末までに申請してください。
　ただし、治療中で年度を越える場合は、治療終了
時が治療を受けた日として申請できます。

　①壬生町不妊治療費補助金交付申請書
　②保険適用外医療費に係る領収書
　③国又は県の制度による給付等があるときは、補
　　助金等交付決定通知書の写し
　④住民票の写し又は、外国人登録原票記載事項証明書
　⑤町税完納証明書
　　ただし公簿等により内容が確認できる場合は、
　これを省略することができます。

その他
栃木県においても同様の助成制度がありますので、県南健康福祉センター 健康支援課
母子保健福祉担当（　０２８５－２２－０４８８）までお問い合わせください。

申請先及び問合せ先　町民生部こども未来課子育て支援係　  ８１－１８３１

～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～

～～～～～～～～

　①病後児保育の利用が可能かどうか医師に相談のうえ、「診療情報提供書」（有料）を書いてもらい、「利用
　　申請書」と一緒に、実施施設に提出してください。
　※利用当日に申し込みの場合は、定員等の都合によりお断りする場合がございます。利用前日の17時までに園又
　　は役場こども未来課子育て支援係に連絡し予約をとってください。
　②お子さんをお迎えの際に、その日の利用料を実施園に直接お支払いください。
　③利用期間は、原則として１回の申請につき連続７日間を限度とします。
　※申請書等は実施施設又は本庁こども未来課にあります。また、町のＨＰからもダウンロードできます。
　※利用定員は、１日あたり３名です。
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　20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金・厚生年金・共済年金等の公的年金制度に加入して保険料を納
めた方には、65歳から老齢基礎年金が支給されます。
　また、老後までの長い間には予測できない事がいろいろあり、病気や怪我等で障がいが残った場合の障害年
金や、生計を維持している方が亡くなられた場合の遺族年金等があります。
　この公的年金のしくみは、自分の納めている保険料が今の高齢世代を支え、自分が年老いたときには、次の
世代の納める保険料によって支えられる【世代間扶養のしくみ】によって成り立っています。今回は老齢基礎
年金、障害基礎年金についてご紹介します。

（１）老齢基礎年金

次の期間の合計が25年以上必要です。
●国民年金の保険料を納付した期間
●保険料の免除、猶予、納付特例を受けた期間　
●昭和36年４月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
●第３号被保険者期間
●合算対象期間（任意加入できる方が加入しなかった期間）

老齢基礎年金・障害基礎年金について

受給資格期間

繰り上げ請求

年金額（平成25年度4月時点）

合算対象期間

※カラ期間は、年金の未加入期間となっており、日本年金機構にはその記録が残されていないため、原則、
　ご本人の申出によってカラ期間の有無が調査されます。受給資格期間を満たせない方で、カラ期間と
　なる可能性があると思われる方は、お申し出ください。

次の期間（カラ期間）は、受け取る年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として合算されます。

●厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、昭和36年4月から昭和61年3月までのうち、国民年金に任意
　加入しなかった期間
●平成３年３月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
●昭和36年４月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間
●昭和36年４月以降の20歳から60歳までの間、海外に居住していた期間

　老齢基礎年金の年額は786,500円ですが、毎年、物価スライドにより変動します。この額は、20歳から60歳になるま
での40年間、または、年齢に応じた加入可能年数のすべての期間を納付した方が、65歳から受けられる金額です。
　保険料を納付した期間が加入可能年数より少ない場合には、次の式で計算した額となります。※（　）内は、平成
21年3月までの率です。

＋半額免除月数×6/8（4/6）＋1/４免除月数×7/8（5/6）

40年×12ヶ月（480ヶ月）

　希望により、受給開始年齢を早めて、60歳～65歳前に受給することができます。
しかし、この場合の年金額は、65歳から受ける年金額に請求年齢に応じた支給率
を乗じた額となり、生涯、減額された年金を受給することとなります。繰り上げ
て受給すると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になり、病気や怪我等で障が
いが発生しても、障害基礎年金を請求することはできません。

保険料納付月数＋全額免除月数×4/8（2/6）＋3/4免除月数×5/8（3/6）

786,500円　×

10
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繰り下げ請求

　希望により、受給開始年齢を延ばして、66歳以降に受給することができます。受給を繰り下げた方の年金額は、65
歳から受ける年金額に請求年齢に応じた支給率を乗じた額となり、増額されます。

老齢基礎年金年齢別支給率 【昭和16.４.２以降生まれの方】

繰上げ受給年
支 給 率

繰下げ受給年
支 給 率

６０歳
７０％

６１歳
７６％

６２歳
８２％

６３歳
８８％

６４歳
９４％

６６歳
108.4%

６７歳
116.8%

６８歳
125.2%

６９歳
133.6%

７０歳
142%

請求月から65歳になるまでの
月数ごとに0.5％の減額率

65歳以後の月数ごとに、0.7％
の増額率（142％上限）

　障害基礎年金は、国民年金加入中（または、老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在
住中）や、20歳前の病気や怪我で、障害認定日に国民年金法で定める障害等級「１級」または、「２級」に
該当する状態の場合に、支給される年金です。
　※障害認定日：その障がいの原因となった病気や怪我の初診日から１年６ヶ月経った日。または、それ
　　　　　　　　以前に症状が固定した場合はその日等。

（2）障害基礎年金

１級障害　　　　　　　　９８３，１００円
２級障害　　　　　　　　７８６，５００円
　障害基礎年金を受給できるようになった場合、その方に生計を維持さ
れている18歳到達年度の末日までの子、または、20歳未満で障がいの状
態が１級・２級の子がいる場合には、子の数に応じて加算があります。
加算対象の子１人につき（２人目まで）　　　　２２６，３００円
加算対象の子１人につき（３人目以降）　　　　　７５，４００円

受給の条件

年金額（平成25年度4月時点）

◎問合せ先　●栃木年金事務所　お客様相談室　　　22－4134
             　　●役場民生部住民課国保年金係　　　81－1827

下記のいずれか一つに当てはまる方
●国民年金の被保険者期間中に初診日がある。
●国内に住所があり、厚生年金や共済組合に加入していない60歳以上65歳未満
　の期間に初診日がある。
●20歳前に初診日がある。

対象となる方

＜障害認定日による請求＞
　●初診日が20歳前にある場合
　　・20歳に到達したときの障がいの程度が、障害等級に該当している。
　●初診日が20歳後にある場合
　　・障害認定日（初診日から１年６ヵ月）の障がいの程度が、障害等級に該当している。
　　・初診日の前々月までの加入期間のうち、国民年金保険料納付期間や免除期間（学生納付特例・若年者猶予
　　　を含む）、及び、厚生年金や共済組合に加入していた期間の合計が、2/3 以上あること。
　　※ただし、この２/３以上の納付要件を満たしていなくても、初診日が平成28年３月31
　　　日以前にあるときは、初診日の前々月直近の１年間に保険料の滞納がなければ、該
　　　当する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
＜障害認定日以後に、症状が重くなった場合の請求＞
　●65歳までに症状が重くなり、障害等級に該当する状態になったとき。（事後重症）
　●新たな病気や怪我により、その基準傷病の障害認定日から65歳になるまでに、前の
　　傷病と併せて初めて障害等級に該当したとき。
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問合せ先　町総務部税務課収税係　　８１ー１８１６

納税・滞納処分Ｑ＆Ａ

市町村税を納期限内に納めることが困難な方の相談を受け付けています。

納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書等の送付、電話催告、自宅訪問、
勤務先訪問を行います。

滞納者の財産について、官公署、金融機関、保険会社、通信機関等に対し調査を行い
ます。

滞納者の給与を差押するため、勤務先に対し給与の調査を行います。

不動産・預貯金や生命保険、給与のほか、自動車などの差押を行います。
差押後も納付されない場合、差押財産の公売・取立を行います。

納税相談

納税催告

差押処分

財産調査

給与調査

県下一斉の取組

納期内に納付を

差押えを強化

事情がある場合は相談を

　納税の公平と税収の確保を図るため、７～８月を「市町村税徴収強化月間2013夏」として、栃木県との協
働により、県下一斉に徴収の強化に取り組みます。

　町が提供する、福祉や教育をはじめ様々なサービスは、町税が主な財源の一つです。町税の滞納は、町の
財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金をきちん
と納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、督促状の送付などの経費に余分な税
金を使うことにもなります。そのため、町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者
に対しての滞納処分（差押え等）を強化しています。

　税金を納期限までに納めなかった方には、まず督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起
算して10日を経過した日までにその税金を完納しなかったときには、町は滞納者の財産（預貯金、生命保険、
不動産、給料、自動車、動産〈電化製品や美術品、貴金属等〉）を差し押さえなければならないことが法律

で定められています。
　財産調査には、滞納者の自宅などの捜索があります。捜索時
に発見された財産は、差し押さえされます。「捜索」とは、税を
徴収する職員に認められた権限で、裁判所の令状は不要です。
　また、自動車のタイヤロック（写真）を行う場合もあります。
タイヤロックとは、差し押さえた自動車を運行、使用させな
いための措置（国税徴収法第71条）で運行不能状態にするも
のです。

　病気や失業、事業の廃止、災害にあったなど、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが
困難な方は、納期内に町税務課収税係まで連絡してください。生活状況等をお聞きしたうえで、徴収の猶予
などをすることができます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。

こんな話をよく聞きます

Q1　借金があるから税金が払えません
答　法律によって、税金は全ての債務（借金含む）に優先すると定めてあります。個人債務より税金が優先さ
　　れます。（地方税法第14条）
Q2　いきなり差し押さえされた、あんまりではないか
答　税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過した日までに完納しない時は「差し押さえ
　　をしなければならない」と明示してあります。（国税徴収法第47条）
Q3　個人の財産を勝手に調べて差し押さえされた、プライバシーの侵害ではないか
答　税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限
　　により調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また、財産の調査は、個人情
　　報保護法に一切抵触しません。
Q4　差し押さえの前に自宅訪問はしないの？
答　差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問して納税を催告する行政サービスは原則として行いません。差し
　　押さえ等が行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が送付されています。
Q5　小額滞納でも差し押さえはするの？
答　金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。「小額の滞納だから差し押さえられないはず…」といっ
　　た考えはお止めください。



※宇都宮市、栃木市、下都賀郡にあるリサイクル申し込み窓口（特定窓口）は下記の通りになります。（６月１日現在）
　消火器の引取りを依頼する場合やリサイクル申し込み窓口（特定窓口）へ持ち込まれる場合は、事前にご連絡くだ
　さい。処理料金は、消火器リサイクルシール代、収集運搬・保管費用となり、窓口によって違いますので、事前に
　ご確認ください。（他市町及び最新の窓口情報はhttp://www.ferpc.jp/accept/で検索できます）

※栃木県内の指定引取場所は、下記の通りです。（６月１日現在）　持ち込む前に、消火器リサイクルシール代、収
　集運搬・保管費用等について、事前にお問い合わせください。

（社団法人日本消火器工業会代理）株式会社消火器リサイクル推進センター
　TEL03－5829－6773　ホームページ　http://www.ferpc.jp/

栃木市

下都賀郡

宇都宮市（あいうえお順）

リサイクルシステムに
関する問い合わせ先

　消火器の処分は、（社）日本消火器工業会が地域の販売代理店等と協力して、リサイ
クルを行っています。詳しくは、お近くの窓口へお問い合わせください。（処分には
消火器リサイクルシール代及び運送・保管費用が必要となります。）
　また、壬生町では、消火器を処理できませんので、ごみステーションに出さないでください。

窓口までの回収方法によって、収集運搬・保管費用が必要です。
お近くの窓口にお問い合わせください。

or消火器の引き取りを行える
消火器販売店で、日本全国に
約3,500社あります。

消火器工業会が設営したもので、
日本全国で
約200ケ所あります。

消火器工業会が設営したもので、
日本全国で
約200ケ所あります。

お近くの特定窓口または、
指定引取場所をお探しの際は

消火器リサイクル窓口 検索

事前に電話でお申し込みい
ただきます。
全国一律2,310円（運搬費
用リサイクルシール代含む）
で、回収を依頼できます。

0120-822-306
ゆうパック専用コールセンター
郵送のみのお問い合わせとなります。

伝票と消火器発送用の専用箱が
届きますので、
その際代引きに
てお支払くださ
い。

　・株式会社丸山製作所 北関東営業所　TEL0289－76－5388　鹿沼市茂呂648－1
　・関東西濃運輸株式会社小山支店　TEL0285－27－1771　小山市大字横倉字遠上1196
　・有限会社那須金属　　　　　　　TEL0287－63－8910　那須塩原市埼玉2－207

・株式会社青木商会　TEL028－622－2361
　宇都宮市山本2－22－8

・株式会社メディア・システム　TEL028－666－7130
　宇都宮市西川田6－6－5
・中央保安商事株式会社　TEL028－648－5311
　宇都宮市下荒針町3393－8
・さくら防災株式会社　TEL028－683－7551
　宇都宮市陽東5－7－7
・株式会社ジェム総合設備　TEL028－657－7070
　宇都宮市問屋町3426番地18
・有限会社宮防災　TEL028－657－5176
　宇都宮市石井町3414－141
・太平ビルサービス株式会社　宇都宮支店　TEL028－639－3810
　宇都宮市東宿郷6－1－7　ビック・ビー東宿郷４Ｆ
・野中商工株式会社　TEL028－621－7411
　宇都宮市今泉5－5－7

・錦屋防災株式会社　TEL0282－23－0590
　栃木市片柳町2－7－66

・有限会社小荷田商店　TEL0282－55－2016
　下都賀郡岩舟町畳岡6

・栃木防災株式会社　TEL028－622－5481
　宇都宮市大曽5－3－6
・佐藤防災サービス株式会社　TEL028－637－1619
　宇都宮市一条4－5－27　 
・有限会社村山商会　TEL028－633－4920
　宇都宮市花房本町3－2
・富士防災株式会社　TEL028－648－8228
　宇都宮市鶴田町1610－8
・有限会社毛塚防災　TEL028－637－0509
　宇都宮市鶴田町2931－3
・佐藤商事株式会社　TEL028－634－5491
　宇都宮市西3－4－10
・宇都宮防災株式会社　TEL028－653－8208
　宇都宮市横田新町8－7
・株式会社仙台銘板宇都宮営業所　TEL028－657－7500
　宇都宮市インターパーク六丁目２番１１号
・春木堂　TEL028－653－6656
　宇都宮市高砂町24－16

13
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地 籍 調 査 にご協力をお願いします

平成25年度は、下図の地区（藤井壬生甲・乙Ⅱ地区）を調査いたします。

平成25年度は、次のような作業を実施いたします。
①道路などと個人の土地との境界確認
②個人と個人との土地の境界確認
③測量のための基準点の設置及び測量

平成25年度調査地区・区域図（藤井壬生甲・乙Ⅱ地区）

調査地区

　壬生町では、土地に関する実態を正確に把握し、地籍の明確化を図る
ため、国土調査法に基づく地籍調査を実施しています。地籍調査について、
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

　調査地区（隣接する土地も含みます）の土地の所有者には、改めて説明
会のご案内をさせていただきますので、ご協力をいただきますようよろし
くお願いいたします。

国道352号線

稲荷内

星宮

旭町
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●
皆
さ
ん
の
財
産
（
土
地
）
が
正
確
に
記
録
さ
れ

　
保
存
さ
れ
ま
す
。

●
一
筆
ご
と
の
土
地
が
経
緯
度
と
結
び
つ
け
ら
れ

　
て
い
る
た
め
、
災
害
等
で
現
地
が
変
化
し
て
も

　
土
地
の
境
界
を
再
現
で
き
ま
す
。

●
正
確
な
地
籍
図
が
作
成
さ
れ
る
た
め
、
土
地
に

　
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
げ
ま
す
。

●
公
共
事
業
に
要
す
る
時
間
と
労
力
を
節
約
で
き

　
ま
す
。

●
正
確
な
課
税
が
な
さ
れ
ま
す
。

●
土
地
に
関
す
る
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
り
、

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
が
で
き
、
各
分
野
で
多
大

　
な
利
活
用
が
で
き
ま
す
。

　
土
地
に
関
す
る
記
録
と
し
て
は
、
登
記
所
に
備

え
付
け
ら
れ
て
い
る
「
公
図
」
や
「
登
記
簿
」
が

あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
明
治
時
代
の
は
じ
め

の
地
租
改
正
時
に
作
成
さ
れ
た
地
図
が
も
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
測
量
技
術
や
そ
の
後
の
土

地
の
異
動
な
ど
に
よ
り
現
況
と
合
わ
な
い
た
め
に
、

土
地
取
引
や
公
共
事
業
に
支
障
を
き
た
す
だ
け
で

な
く
、
境
界
紛
争
の
起
こ
る
原
因
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　
そ
こ
で
、
土
地
の
有
効
活
用
や
保
全
の
た
め
に
は
、

土
地
に
関
す
る
実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
「
地
籍

調
査
」
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
人
に
戸
籍
が
あ
る
よ
う
に
、
土
地
に
も
戸
籍
、

つ
ま
り
、
地
番
、
地
目
、
面
積
、
所
有
者
が
あ
り
、

こ
れ
が
「
地
籍
」
で
す
。

　
「地
籍
調
査
」
と
は
、
土
地
の
地
籍
を
明
確
に

す
る
調
査
の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
一
筆
ご

と
の
土
地
に
つ
い
て
、
現
地
で
土
地
の
境
界
を
確

認
し
、
正
確
な
測
量
を
行
い
、
地
図
（
地
籍
図
）

と
記
録
（
地
籍
簿
）
を
作
成
す
る
も
の
で
す
。

　
地
籍
調
査
に
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
の
費
用
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　　準　備
　事業計画の策定、関係機
関との連絡調整、住民への
説明会等を行い、地籍調査
を始める体制を作ります。

　　地籍測量
　図根点※２を設置し、段階
を踏んで測量を行い、各筆
の面積を測定します。これ
によって、各筆の位置が地
球上の座標値で正確に表示
されることになります。
※２…図根点　座標値を求めるた
　　　　　　　めの基準とする点

　　成果の閲覧・確認
　一筆地調査、地籍測量に
より作成した地籍簿と地籍
図の案を土地の所有者等に
閲覧し、誤り等を訂正でき
る機会を設けます。その上
で、都道府県知事の認証及
び国の承認を受けます。

◎成果の利活用
　地籍調査の成果を、
土地の売買、土地トラ
ブルの防止、災害時の
復旧、各種行政運営等
に利活用します。最近
はコンピュータによる
管理が進んでいます。

◎登記所への送付
　地籍簿と地籍図の写
しを登記所に送付しま
す。これにより、登記
所において土地登記簿
が書き改められるとと
もに、地籍図が備え付
けられます。

　　一筆地調査
　一筆ごとの土地について、
公図等の資料により調査し
た後、土地所有者等の立会
のもとに、所有者、地番、
地目※１、境界の確認を行い
ます。
※１…地目　土地の主たる用途の
　　　　　　こと。田、畑、宅地、山
　　　　　　林、原野、公衆用道路
　　　　　　　などに区分される。

問合せ先
　　町経済部農政課農村保全係
　　　　　　　　　81－1839

地
籍
調
査
は
何
の
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
？

ど
う
し
て
地
籍
調
査
が
必
要
な
の
？

費
用
に
つ
い
て

地
籍
調
査
と
は

3

4

2

1
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　家庭から出たゴミ（廃棄物）や事業所から出たゴミなどは、そのゴミの種類にかかわらず、野外
での焼却は禁止されています。ゴミを燃やすとダイオキシンなどの有害な物質が発生し、大気汚染
の原因になります。家庭で出た少量のゴミだからと野外焼却すると、近所の家の洗濯物に臭いをつ
けてしまったり、部屋の中にケムリが入ったりして、迷惑をかけることになります。
　ゴミを処分する場合は、一般家庭であれば、決められた日の朝にゴミステーションへ出す、事業
所であれば、業者に処理を委託するなどして、野外焼却は絶対にやめましょう。

　５月31日、壬生小学校において宇都宮地方法務局、
栃木人権擁護委員協議会、町による「人権の花」
運動の花の贈呈式が行われました。当日は、町人
権擁護委員（齊藤和子会長）の方々から児童たち
にマリーゴールド、ガザニア、百日草等の苗が手
渡されました。
　この運動は、児童が相互に協力しながら花を育
てることで、やさしさや相手に対する思いやりの
心を育み、人権への理解を深めてもらおうと実施し
ているものです。

さい とう かず  こ

　６月14日、壬生町本丸一丁目先の宇都宮・栃木
線において、交通死亡事故が発生したことから、
栃木警察署や町交通安全協会、交通安全母の会、
交通指導員、栃木地区安全運転管理者協議会の合同
による交通安全街頭啓発活動を実施しました。交
通安全チラシや広報品を配布しながら、交通安全
を呼びかけました。
　また、町内では自動車や自動販売機荒らしが多
発しているほか、エアコンの室外機を持ち去る事
件も発生していますので、「鍵」のかけ忘れや「不審者」
等には十分ご注意願います。

野外焼却（野焼き）はやめましょう野外焼却（野焼き）はやめましょう

　上記の認められる場合であっても、近所への迷惑がかかるなど周辺の生活環境への影響が認めら
れる行為は、中止していただく場合があります。
　また、ビニールなど焼却することで、有害な物質が発生するものは絶対に燃やさないでください。

●風水害、火災、凍霜害などの予防、応急対策などで必要な廃棄物の焼却
●どんど焼きなどの風俗習慣又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
●農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
　（マルチなど農業用ビニールなどの焼却は認められません。）
●焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

法律で認められている焼却行為

交通死亡事故・窃盗事件が発生「人権の花」運動　花の贈呈式

町民生部生活環境課環境保全係　　81－1834問合せ先

野外焼却（野焼き）はやめましょう野外焼却（野焼き）はやめましょう野外焼却（野焼き）はやめましょう



　青少年を非行から守り犯罪の未然防止と、更生のために援助できる標語を、町内中学校の２年生を対象
に町青少年健全育成実施委員会が募集し、青少年問題協議会において厳正に審査し選出された作品です。

青少年健全育成標語入賞者発表

堀　亜衣可 ありがとう　いちばんすてきな　あい言葉

落合　勇太
人見　紗生

考えよう　自分の行動　相手の気持ち
いじめゼロ　みんなで広げる　笑顔の輪

竹澤　香恋
日永　梨央
遠藤　南
別井　愛美
秋葉　沙和
生沼　央佳
桐原　大輝
佐藤萌々香

南犬飼中学校

南犬飼中学校
壬生中学校

壬生中学校
壬生中学校
南犬飼中学校
壬生中学校
壬生中学校
壬生中学校
南犬飼中学校
壬生中学校

誰にでも　明るい笑顔と　思いやり
非行なし　明るい壬生町　明るい未来
ありがとう　感謝の気持ちを　忘れずに
作ろうよ　笑顔が絶えない　壬生町に
たがやそう　優しい心と　明るい未来
目指そうよ　笑顔と優しさ　あふれる町
一度なら　その一回が　命とり
増やそうよ　明るい笑顔と元気なあいさつ

ほり      　あ   い   か

おちあい　   ゆう た

ひと  み       さ   き

黒子　徹さん
農業委員に選任

　壬生町農業委員会委員に、黒子　徹さん（農業共済組合推薦）
が６月20日付で、町から選任されました。
　農業委員会委員は、地域農業の相談役として、地域農業の
推進、農地行政の適正な執行などを行っています。
　農業、農地に関することは、お気軽にご相談ください。

くろ  こ        とおる

住　　　所　壬生町大字上稲葉226番地
年　　　齢　６５歳
担当農事部名　上町

上記選任に伴う、各農事部担当農業委員の変更

17

平成25年度青少年健全育成標語結果

たけざわ         か  れん

  ひ  なが         り   お

えんどう      みなみ

べつ  い         あい  み

あき  ば           さ   わ

おいぬま        おう  か

きりはら        たい  き

  さ  とう  も   も    か

杉野　昇

森田　正義

柏　美代子

篠原富太郎

琴寄　成人

委員氏名農事部名

台坪、田向稲荷内、馬場、原宿、星の宮

三好町、至宝町、六美町南部、六美町北部

通町、屋敷、西高野、藤井中部

旭町、新町、万町、壬生下馬木

稲葉下馬木、下町

すぎ の      のぼる

もり た       まさよし

かしわざき み   よ   こ

しのはらとみ   た  ろう

ことより     なる と

関東管区警察局長から
表彰状授与
　５月17日、埼玉県さいたま市の会場において、
関東交通安全協会連合会主催による交通安全表
彰状授与式があり、壬生町からは町交通安全協
会長の田中作蔵さんが「関東管区警察局長・関
東交通安全協会長連名表彰」を授与されました。
　田中さんは、多年にわたり交通安全のため
尽力された功労と、妻のシン子さんは、その功労
を支えた功績により感謝状が授与されました。

た  なかさくぞう
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第９回「いきいき壬雷クラブ」グラウンド・ゴルフ大会開催

　６月８・９日に茨城県水戸市で行われた第39回全国
中学生レスリング選手権大会において、山根 大地君（壬
生中学校３年）が男子の部59㎏級で準優勝、大塚 亜美
さん（壬生中学校３年）が女子の部44㎏級で第３位の
好成績を収め、その報告に教育長室を訪れました。お
二人の今後のさらなる活躍が期待されます。

レスリング全国大会で好成績！

　５月31日、いきいき壬雷クラブ（蔦耕
一会長）主催のグラウンド・ゴルフ大会が
町総合運動場において開催されました。
　この大会は、グラウンド・ゴルフを通じ
て、高齢者が楽しい一日を過ごし、体力の
維持と身体機能の向上を図ることを目的に
毎年開催されています。
　競技は４面のコートを使い、24組107名
の参加者で行われました。雨天により一日
順延となりましたが、皆さんは元気にコー
トの中でかけ声を掛けながら熱心に競技し
ていました。

第15回花いっぱいコンクール　睦地区コミュニティ
　6月16日、睦地区コミュニティ推進協議会（中島光男会長）
主催による「花いっぱいコンクール」が行われました。
　花と緑の育成を通して、美しい街づくりと、住民同士の
ふれあいを目的としてはじめられた事業で、睦地区コミュ
ニティ加入自治会内の12の花壇を、２つのグループにわ
かれ小学生や育成部会委員等が審査しました。
　審査員の子どもたちは、綺麗な花を咲かるための苦労や
秘訣を、自治会長さんに熱心に尋ねていました。審査の結
果は、８月の夏祭りで表彰される予定です。

やま ね   だい  ち

おおつか    あ   み

氏　　名順　位

松嶋　建男

出井　キミ

永井　弘三

荒川　佳子

石川ミヤ子

矢内　幸子

島田　一良

北出　義郎

上原　節子

松島サダイ

優　勝

準優勝

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

※いきいき壬雷クラブの加入単位クラブには、60歳以上の方で
あればどなたでも入会できます。是非お友達を誘ってご入会く
ださい。詳しくは、町社会福祉協議会事務局(℡82-7899)まで。

入賞者
つたこう

いち

なかじまみつ お

まつしま      たて お

いで  い

なが  い      こうぞう

あらかわ      よし こ

いしかわ  み  や  こ

  や ない      さち こ

しま だ       かずよし

きた で　　 よしろう

うえはら　　せつ こ

まつしま
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「下稲葉地区圃場整備事業推進協議会」設立総会が開催

用水路の生き物調査を実施

元気な薬草おばあちゃん

　去る６月６日、壬生町苺出荷組合のご好意により、
壬生中・南犬飼中の両校の給食に“スカイベリー”が
提供されました。
　いちごは、当日の給食として生徒達に試食されたうえ、
フルーツクリームサンドとしても美味しくいただくこ
とができました。生徒たちは、新鮮な“スカイベリー”
の美味しさに満足した様子でした。

スカイベリー苺の提供

すぎやま

　テレビでも紹介された、元気なおばあちゃん、高山カネさん90歳。
元気の秘訣を尋ねると、毎朝体操をしてウコンやショウガ、ニンニ
クを食べている他、10種類以上の薬草を飲んでいるそうですが、
なんと言っても家族の協力ですと話してくれました。薬草の知識が
豊富なことから、地元では薬草博士と呼ばれているそうです。
　今でも、植木の手入れ、野菜作り、薬草作り、そして日記を書く
ことが日課だそうです。これから挑戦したいことはと尋ねると、「新
たにやりたいことはないけど、今までやってきたことは続けていき
たい」と語ってくれました。

　6月20日、稲葉地区公民館において、下稲葉地区圃場整
備事業推進協議会の設立総会が開催されました。この協議
会は、区画整理や水路、農道などといった農業生産基盤等
を一体的に整備するため、地域の特性に応じた圃場整備事
業の円滑な推進を図ることを目的として設立されたものです。
　総会では、議事である経過報告、協議会規約の制定、役
員選任について承認され、会長には中村正氏（原坪）が選
任されました。
　今後、地域一丸となっての圃場整備に向けた取り組みを
推進していくことになります。

　6月22日に羽生田地区の「夢・はにしの里協議会（杉山
惠一会長）」による生き物調査が行われました。
　これは、地域の環境保全の向上を促進するため、身近な
水路や田んぼの中にどんな生き物が棲んでいるかを調査す
るもので、地元の小学生や地域の方々が参加しました。
　子どもたちは網を持って水路に入り、一生懸命に水中の
小魚・貝類等を探し、その後、アドバイザーの櫻井正美氏
から捕獲した生き物についての説明を受け、調査の結果や
感想を発表しました。
　この日は、ドジョウ・ホトケドジョウ・アメリカザリガニ・
トウキョウダルマガエル・タニシなどが観察でき、地域の
自然に対する関心が深まる有意義なものとなりました。

しげかず

さくらい  まさ  み

なかむらただし

たかやま



 
第
55
回
栃
木
県
郡
市
町
対
抗
駅
伝
大

会
が
、
平
成
26
年
１
月
26
日
（
日
）に
開

催
さ
れ
ま
す
。
壬
生
町
は
、
第
52
回
大

会
か
ら
町
単
独
チ
ー
ム
で
出
場
し
て
い

ま
す
。
（参
加
28
チ
ー
ム
中
、
町
単
独
チ

ー
ム
は
那
須
町
･
上
三
川
町
･
壬
生
町

の
３
チ
ー
ム
の
み
で
す
。
）

　
往
路
の
ス
タ
ー
ト
は
栃
木
県
庁
。
そ

の
後
、栃
木
県
中
央
公
園
･
県
立
博
物
館

↓
　
こ
ど
も
科
学
館
　
↓
　
壬
生
町
総

合
運
動
場
　
↓
　
壬
生
町
西
高
野
歩
道

橋
　
↓
　
栃
木
市
総
合
運
動
公
園
（
折

り
返
し
復
路
へ
）
と
、
壬
生
町
内
を
縦

走
し
て
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

　
毎
回
沿
道
に
は
『
頑
張
れ
！
壬
生
町
』

の
横
断
幕
と
幟
旗
の
波
、
そ
し
て
声
援

を
お
く
る
大
勢
の
町
民
の
皆
さ
ん
の
人
々
々

…
。
応
援
で
は
ど
こ
の
チ
ー
ム
に
も
負

け
ま
せ
ん
。

　
今
年
か
ら
、
前
監
督
の
山
川
登
美
男

氏
か
ら
た
す
き
を
受
け
た
新
監
督
の
相

澤
直
紀
氏
も
、『
今
度
こ
そ
！
今
年
こ

そ
！
』
の
悲
願
を
胸
に
、
新
チ
ー
ム
で

の
強
化
練
習
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

練
習
の
成
果
が
花
開
く
そ
の
日
ま
で
、

町
民
の
皆
様
に
は
、
今
年
も
ご
支
援
ご

声
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

※
同
日
開
催
さ
れ
る
「
第
６
回
栃

　
木
県
小
学
生
駅
伝
競
走
大
会
」（
栃

　
木
市
総
合
公
園
陸
上
競
技
場
会

　
場
）
に
、
壬
生
町
の
小
学
生
チ

　
ー
ム
が
初
め
て
出
場
し
ま
す
。

　
（
昨
年
度
参
加
数
35
チ
ー
ム
）

　
明
日
を
担
う
ジ
ュ
ニ
ア
チ
ー
ム

　
へ
の
応
援
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

　
し
ま
す
。






